
記号・番号・保険者番号 ※以下のいずれかをお手元にご用意ください。

保険証は、マイナ保険証へ
令和6年12月2日から、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。

〒420-8512　静岡市葵区呉服町1-1-2　静岡呉服町スクエア　

保健グループ 　 TEL 054-275-6601（自動音声案内2番→2番）
平日8：30～17：15 
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従業員の皆様へ回覧をお願いします。

受診時に必要なものは裏面をご確認ください。

これまでの保険証を使用できるのは
令和７年１２月１日まで！

令和6年12月1日までにご加入の方には、お勤めの事業所へ発送済みです。
令和6年12月2日以降ご加入の方には、資格取得決定後、発送します。

■令和6年12月1日までにご加入されている方
マイナ保険証をお持ちでない方に、令和7年12月1日までの間に発行予定です。

■令和6年12月2日以降にご加入の方
以下の方に発行します。
①資格取得届の資格確認書発行要否欄に　をつけていただいた方。
②①以外の方でマイナ保険証をお持ちでない方。
　※資格取得決定後30～50日後に発行します。
③「資格確認書交付申請書」をご提出いただいた方。

資格情報のお知らせ

資格確認書

健康保険証でも確認できます

マイナポータル
画面からも記号等は
確認できます

生活習慣病予防健診の予約時は次の内容を
健診機関へお伝えください。

予約時

協会けんぽの補助を利用した健診を受診したいということ1



（※）オンライン資格確認に対応している健診
機関は、協会けんぽホームページの実施
機関一覧からご確認ください。

従業員の皆様へ回覧をお願いします。

生活習慣病予防健診の受診当日は以下のいずれかの方法で
資格確認を行います。
ご自身がどの方法で受付をするのか事前に必ず確認のうえ、
健診を受診いただくようお願いします。

資格確認書

マイナポータルの
資格情報画面

資格情報のお知らせ
　　  ＋
マイナ保険証

健康保険証 全ての健診機関で
使用可能

全ての健診機関で
使用可能

全ての健診機関で
使用可能

有効期限無し

(保険証の利用登録をした
マイナンバーカード)

マイナ保険証

最大で5年

令和7年12月1日まで

健診当日の
資格確認方法

使用できる
健診機関 有効期限

※ただしマイナンバーカードの電子
認証チップの有効期限が5年のため
マイナンバーカードの更新が必要

有効期限無し

※ただしマイナンバーカードの電子
認証チップの有効期限が5年のため
マイナンバーカードの更新が必要

有効期限無し

（資格情報のお知らせのみ
での受診はできません）

全ての健診機関で
使用可能

オンライン資格確認が
可能な健診機関のみ
使用可能(※)

受診当日


